
仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付要綱 

 

平成 20年９月 29日 

経 済 局 長 決 裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，仙台市商工業振興条例（昭和 62年仙台市条例第７号。以下「条例」という。）第

４条の規定に基づく工場，研究施設等の設置に係る助成金の交付に関し，仙台市商工業振興条例施行

規則（昭和 62 年仙台市規則第 33 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定

めるものとする。 

  

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 事業者 営利を目的として事業を行う者をいう。 

 (2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。 

 (3) 施設等 事業の用に直接供する土地，建物及び生産設備をいう。 

 (4) 設置 事業所を新設，増設又は市内移転することをいう。 

 (5) 新設 市内に事業所を有しない者が，市内に新たに事業所を開設することをいう。 

 (6) 増設 市内に事業所を有する者が，既存の事業所を閉鎖若しくは縮小をすることなく新たに事

業所を開設すること又は事業規模を拡大する目的で既存の事業所について設備更新以外の拡張を

行うことをいう。 

 (7) 市内移転 市内に事業所を有する者が，既存の事業所を廃止又は縮小し新たに事業所を市内に

開設することをいう。 

 (8) 設備更新 市内に事業所を有する者が，既存の事業所について土地又は建物の拡張を伴わずに

事業の用に直接供する設備を更新又は 追加することをいう。 

  (9) 投下固定資産相当額 事業所の設置に伴い新たに取得又は賃借した施設等について，別表第１

の上欄に掲げる施設等の区分に応じ，それぞれ同表の中欄に掲げる投下固定資産相当額の算式によ

って算定した額をいう。 

 (10) 固定資産税等相当額 事業所の設置に伴い新たに取得又は賃借した施設等について，別表第１

の上欄に掲げる施設等の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産税等相当額の算式によ

って算定した額をいう。ただし，地方税法（昭和 25 年法律 100 号）第 702 条の 8 第 7 項若しくは

附則第 55 条又は仙台市市税条例（昭和 40 年仙台市条例第 1 号）第 11 条の規定により固定資産税

又は都市計画税が減免されたときは，取得した施設等に係る固定資産税等相当額とは，減免後の固

定資産税額と都市計画税額との合算額とする。 

(11) 重点加算地域 別表第２に掲げる地域をいう。 

(12) 新規雇用者 事業所の設置に伴い，新たに雇用された者で次に掲げる要件を満たす者をいう。 

ア 本市内に住所を有している者 

イ 社会保険の被保険者 

ウ １年以上継続して雇用される予定の者 

(13) 新規異動者 既に雇用されている者のうち，事業所の設置に伴い新たに当該事業所に本市外の



事業所から異動した者で，前項に掲げる要件を満たす者をいう。 

(14) 派遣労働者 事業所の設置に伴い，新たに当該事業所に勤務することとなった者で，次に掲げ

る者をいう。 

ア 労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和 60

年法律第 88号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業を行う事業主に雇用された者 

イ 当該事業所を設置した事業者と業務請負契約を締結した事業主に雇用された者 

(15) 正社員 事業者と期間の定めの無い雇用契約を締結している新規雇用者又は新規異動者をい

う。 

(16) 委員会 仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会設置要綱（平成 20 年９月

30日市長決裁）に規定する広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会をいう。 

(17) 広域集客型産業 日本標準産業分類表に掲げる大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業のうち，

小分類 802－興行場，興行団，小分類 805－公園，遊園地，大分類Ｏ－教育，学習支援業のうち，

細分類 8213－博物館，美術館，細分類 8214－動物園，植物園，水族館に属する事業所。ただし，

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に基づき，新設事

業所等の開設に当たり営業の許可又は届出を必要とする事業若しくは宗教活動又は政治活動を目

的とする事業を行う事業所を除く。 

(18) 事業に着手する日 事業所の設置に伴い，建物を新規に取得する場合にあっては建物の工事着

工予定日，建物を賃借する場合にあっては建物の賃貸借契約締結日をいう。ただし、中古の建物を

取得する場合は売買契約締結日をいう。又は，設備更新に伴い，生産設備を取得する場合にあって

は生産設備の取得日，生産設備を賃借する場合にあっては生産設備の賃貸借契約締結日をいう。 

 

（交付対象事業） 

第３条 この要綱による助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は，次の各号

に掲げる要件を満たすものとする。 

 (1) 広域集客型産業に該当する事業所であること。 

(2) 事業所を設置する場合であること。ただし，事業所を増設し，又は市内移転する場合は，重点加

算地域のうち，あすと長町に限る。 

(3) 事業所を新設又は増設する場合は，新たに取得又は賃借した施設等について，その投下固定資産

相当額が１億円以上であること。 

(4)  事業所を市内移転する場合は，新たに開設した事業所について取得又は賃借した施設等の初年度

における投下固定資産相当額の合計額から，廃止又は縮小した既存の事業所の投下固定資産相当額

の合計額を控除した額が３千万円以上で，かつ，市内移転に伴って新たに雇用された者又は新たに

派遣された派遣労働者の合計人数が５人以上であること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは，助成を受けることができないも

のとする。ただし，本市の産業振興施策上特に必要があると認められる場合は，この限りでない。 

(1) 本市又は本市が資本金を出資する団体から事業所の設置又は設備更新に対する補助金又は賃借

料の減免等の措置を受けているもの 

(2)  重点加算地域のうち，あすと長町の中で市内移転を行うもの 

(3) 新たに取得し，又は賃借した施設等で次に掲げるもの 

  ア 主に物品販売を営むことを目的とする施設等 



  イ 敷地内の共用駐車場 

  ウ 事業目的以外の目的に使用されている施設等 

  エ その他市長が不適当と判断する施設等 

 

（交付対象者） 

第４条 この要綱による助成を受けることができる者は，前条に規定する交付対象事業に係る事業所に

おいて事実上事業を行っている者とする。ただし，暴力団等と関係を有している者は，この要綱に基

づく助成を受けることができないものとする。 

  

 （助成金の額） 

第５条 交付対象事業のうち，事業所を新設する場合は，新たに取得又は賃借した施設等の各年度にお

ける固定資産税等相当額の合計額，事業所を増設する場合は，新たに取得又は賃借した施設等の各年

度における固定資産税等相当額の合計額に 100 分の 90 を乗じた額を上限とし，当該事業所の操業開

始後最初の３箇年分（東日本大震災復興特別区域法（平成 23年法律第 122号）第 37条第１項，第 38

条第１項，第 39条第１項又は第 40条第１項の規定が適用される場合にあっては，５箇年分。第３項

において同じ。）を対象として交付する。 

２ 交付対象事業のうち，事業所を新設する場合でかつ重点加算地域に該当する場合は前項の交付の対

象となる年数に２箇年分を加算する。ただし，前項括弧書きの規定を受ける場合にあっては，この限

りではない。 

３ 交付対象事業のうち，事業所を市内移転する場合は，新たに開設した事業所について取得又は賃借

した施設等の各年度における固定資産税等相当額の合計額から，廃止又は縮小した既存の事業所の固

定資産税等相当額の合計額を控除した額に 100分の 90を乗じた額を上限とし，当該事業所の操業開始

後最初の３箇年分を対象として交付する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，仙台市市税条例（昭和 40年仙台市条例第１号）附則第 26項の規定が

適用されるときは，操業開始後最初の３箇年分に代えて同項の規定に基づく固定資産税及び都市計画

税の免除措置終了後最初の５箇年分を対象として交付することができる。 

５ 交付対象事業について，当該事業所における正社員の合計人数が５人以上である場合は，その合計

人数に 60万円を乗じた額を，操業開始から最後の助成金の交付までの間に１回限り交付する。 

６ 助成金の算定において１万円未満の端数がある場合は，これを切り捨てた額をもって助成金の額と

する。 

  

（追加事業の取扱） 

第６条 交付対象事業のうち，事業所を設置する場合，操業開始から最後の助成金の交付の申請までの

間に，助成金の交付の指定の申請の時に計画した事業とは別に，追加で施設等を取得又は賃借した場

合は，これを助成金の算定の基礎に含めて助成金の額を算定するものとする。 

 

 （助成金の交付の指定の申請に係る事前協議） 

第７条 条例第５条第１項及び規則第３条の規定に基づき助成金の交付の指定を受けようとする者は，

会社外に向けた当該事業所の設置に係る一切の意思表示に先立ち，市長と協議するよう努めなければ

ならない。 



２ 前項の協議については，文書により行うこととする。 

 

（助成金の交付の指定の申請） 

第８条 条例第５条第１項，規則第３条及び前条の規定による助成金の交付の指定を受けようとする者

は，助成金交付指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

 (1) 助成金交付指定申請書（様式第１号） 

 (2) 事業計画書（様式第２号） 

 (3) 申請者に係る商業登記簿の謄本又は履歴事項全部証明書 

 (4) 会社概要書 

 (5) 直近３箇年分の決算報告書 

(6) 施設等を賃借する場合にあっては，賃貸借契約書の写し又はこれに準ずるもの 

 (7) 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第６条第１項(同法第 87条第１項において準用する場合

を含む。)の規定による確認を要する場合にあっては，同法第６条第１項に規定する確認の申請書

（建築計画概要書及び設計図書を含む。），同法同条同項に規定する確認済証及び同法第７条第５項

に規定する検査済証の写し 

(8) 第５条第１項括弧書きの規定を受ける場合にあっては，東日本大震災復興特別区域法施行規則

（平成 23 年 12 月 22 日内閣府令第 69 号）第 10 条第 2 項，同規則第 13 条第 2 項，同規則第 16 条

第 2項又は同規則第 19条第 2項に係る指定書の写し 

(9) 委員会の審査のために必要な書類で市長が定めるもの 

 (10) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第１号から第５号に掲げる書類の提出期限は，原則として事業に着手する日の 30 日前までと

する。ただし，新たに取得した当該事業の用に供する建物が中古資産である場合は，操業開始の日の

30日前までとする。また，前項第６号から第９号に掲げる書類は遅滞なくこれを提出しなければなら

ない。 

  

（助成金の交付の指定） 

第９条 市長は，前条の規定による申請があったときは，条例第５条第２項の規定のとおりこれを審査

し，適当と認めるときは，申請者に対し助成金交付指定通知書（様式第３号）により助成金の交付の

指定を行うものとする。この場合において，市長は必要があると認めるときは条件を付すことができ

る。 

  

（交付対象事業の操業開始の届出） 

第 10 条 助成金の交付の指定を受けた者は，交付対象事業について，操業を開始したときは，遅滞な

く操業開始届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 

 （交付対象事業の変更の届出） 

第 11 条 助成金の交付の指定を受けた者は，交付対象事業について，次の各号に掲げる場合は，交付

対象事業変更届（様式第５号）に必要な書類を添えて，遅滞なく市長に提出しなければならない。こ

の場合において，市長は必要に応じ委員会の意見を聴取することができる。 



 (1) 交付対象事業の内容を著しく変更したとき 

(2) 第８条第１項の規定に基づき提出した助成金交付指定申請書の申請者欄に変更を生じた場合 

 (3) その他市長が必要と認める場合 

２ 規則第５条第１号に規定する「交付対象事業の内容を著しく変更したとき」とは，助成金の交付の

指定の申請の時に計画していた施設等の主要な構造・仕様・利用形態等に変更が生じた場合等をいう。 

 

 （交付対象事業の休止又は廃止の届出） 

第 12 条 助成金の交付の指定を受けた者は，交付対象事業を休止し又は廃止した場合は，遅滞なく交

付対象事業（休止・廃止）届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 

 （助成金の交付の指定の承継の申請） 

第 13 条 規則第４条の規定に基づき助成金の交付の指定の承継を受けようとする者は，交付対象事業

について，助成金交付指定承継申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 

 （助成金の交付の指定の承継の承認） 

第 14 条 市長は，前条の規定による申請があったときは，これを審査し，適当と認めるときは，申請

者に対し助成金交付指定承継承認書（様式第８号）により助成金の交付の指定の承継の承認を行うも

のとする。 

 

 （助成金の交付の指定の取り消し等） 

第 15 条 市長は，助成金の交付の指定を受けた者が条例第６条各号に該当すると認められる場合又は

次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は，委員会の報告を勘案しつつ，助成金交付指定取

消し等通知書（様式第９号）により，その指定を取り消し，助成金の交付を停止し，又は既に交付し

た助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

 (1) 助成対象期間の最後の交付決定の通知を受けた日から５年以内に，交付決定の対象となった事

業所の事業を休止，廃止，縮小又は委員会が審議を行った事項に著しい変更があったとき 

 (2) 交付決定の対象となった事業所をその事業以外の用途に供したとき 

 (3) 市税，使用料その他公課を滞納したとき 

 (4) 事業所の操業に際し，重大な法令違反等があったことが明らかになったとき 

 (5) 操業継続報告書の提出を怠ったとき 

(6) 第５条第１項から第３項までの規定に基づき算定される助成金の交付の指定を受けた者が平成

30年 12月 31日までに第 10条の規定による提出をしないとき 

 (7) その他市長が助成措置を講ずること又は講じたことが不適当であると認めたとき 

 

（助成金の交付の申請） 

第 16 条 条例第５条第３項及び規則第６条の規定に基づき助成金の交付を受けようとする者は，交付

対象事業について，次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 助成金交付申請書（様式第 10号） 

 (2) 事業報告書（様式第 11号） 

 (3) 最新の決算報告書 



 (4) 最新の会社概要書 

 (5) 施設等を取得した場合にあっては，取得した施設等に係る固定資産税・都市計画税納税通知書

の写し 

 (6) 施設等を取得した場合にあっては，取得した施設等に係る固定資産課税台帳登録証明書及び当

該固定資産課税台帳の写し 

 (7) 法人市民税，固定資産税，都市計画税及び事業所税にかかる納税証明書並びに市税の滞納がな

いことの証明書 

 (8) 施設等を賃借した場合にあっては，賃借した施設等に係る請求書の写し又はこれに準ずるもの 

 (9) 施設等を賃借した場合にあっては，賃借した施設等に係る領収書の写し又はこれに準ずるもの 

(10) 正社員に係る労働者名簿の写し  

(11) 正社員に係る雇用契約書の写し 

(12) 正社員が社会保険の被保険者であることを証明するもの又はその写し 

 (13) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第１号から第６号に掲げる書類の提出期限は，原則として第５条の規定に基づく助成対象期間

の各年の８月末日までとする。また，前項第７号から第 13号に掲げる書類は遅滞なくこれを提出しな

ければならない。 

 

（助成金の交付の決定） 

第 17 条 市長は，前条の規定による申請があったときは，これを審査し，適当と認めるときは，当該

申請額を上限として翌年度の歳出予算として計上することができる。 

２ 前項の歳出予算が議会により議決された場合，当該予算の範囲内で申請者に対し助成金交付決定通

知書（様式第 12号）により助成金の交付の決定を行うことができる。 

３ 助成金の交付を受けようとする者は，交付対象事業について，前項の助成金の交付の決定を受けた

ときは，請求書（様式第 13号）を速やかに市長に提出しなければならない。 

  

（操業継続報告書の提出） 

第 18 条 助成金の交付を受けた者は，交付対象事業について，助成対象期間の最後の助成金の交付決

定の通知を受けた日から５年を経過するまでの間，操業継続報告書（様式第 14 号）に必要な書類を

添えて，毎年８月末日までに市長に提出しなければならない。 

 

（事業経過報告書の提出） 

第 19条 第５条第４項の規定を適用する場合は，仙台市市税条例（昭和 40年仙台市条例第１号）附則

第 26項に基づく固定資産税及び都市計画税の免除措置を受ける間，事業経過報告書（様式第 15号）

に必要な書類を添えて，毎年８月末日までに市長に提出しなければならない。 

 

（実施細目） 

第 20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，経済局長が別に定める。 

 

(平成 24年３月 30 日改正) (平成 24 年６月 29日改正) (平成 24年７月 31 日改正) (平成 24 年８月 30

日改正) 



   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は，平成 20年 10月１日から実施する。 

 （この要綱の廃止） 

２ この要綱は，平成 24年 10月 15日までに廃止するものとする。 

 

（平成 24年 10月 15日改正） 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，平成 24年 10月 16日から実施する。 

（この要綱の廃止） 

２ この要綱は平成 28年３月 31日までに廃止するものとする。 

（経過措置） 

３ 現に改正前の仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付要綱９条の規定によりなされた助成金の

交付の指定については，なお従前の例による。 

 

（平成 25年 3月 29日改正） 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，平成 25年 4月 1日から実施する。 

 

（平成 25年 4月 12日改正） 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，平成 25年 4月 12日から実施する。 

 

別表第１（第２条関係） 

施設等の区分 投下固定資産相当額の算式 固定資産税等相当額の算式 

１ 取得した土地 固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の評価額とする。 

固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の課税標準額に 1,000 分の

17(都市計画税が課税されない地域に

あっては 1,000 分の 14)を乗じた額と

する。 

２ 取得した建物 固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の評価額とする。 

固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の課税標準額に 1,000 分の

17(都市計画税が課税されない地域に

あっては 1,000 分の 14)を乗じた額と

する。 

３ 取得した生産設備 固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の評価額とする。 

固定資産課税台帳に登録された当該

固定資産の課税標準額に 1,000分の14



を乗じた額とする。 

４ 賃借した土地 月額賃借料に 100を乗じた額とする。

ただし，算定における月額賃借料は 1

平方メートルあたり 500 円を限度と

する。 

当該資産に係る投下固定資産相当額

に 1,000 分の 17(都市計画税が課税さ

れない地域にあっては 1,000 分の 14)

を乗じた額とする。 

５ 賃借した建物 月額賃借料に 70 を乗じた額とする。

ただし，算定における月額賃借料は 1

平方メートルあたり 5,000 円を限度

とする。 

当該資産に係る投下固定資産相当額

に 1,000 分の 17(都市計画税が課税さ

れない地域にあっては 1,000 分の 14)

を乗じた額とする。 

６ 賃借した生産設備 月額賃借料に 18 を乗じた額とする。

ただし，算定における月額賃借料は物

件価格の 100分の 3を限度とする。 

当該資産に係る投下固定資産相当額

に 1,000分の 14を乗じた額とする。 

 

別表第２ （第２条関係） 

区分 該当地域 

１ 中心市街地 杜の都 仙台市中心市街地活性化基本計画に定められた中心市街地活性化基本

計画対象区域 

２ 泉中央 泉中央地区計画に掲げる該当地区 

３ 仙台港背後地 仙台港背後地地区計画に掲げる該当地区 

４ あすと長町 あすと長町西部地区計画，あすと長町南部地区計画，あすと長町北部地区計画

及びあすと長町中央地区計画に掲げる該当地区 

 

 


